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入  札  公  告 

 

 次のとおり一般競争入札を実施するので、競争参加資格確認申請書等を提出されたく掲示する。 

 

１．掲 示 日  令和８年２月２４日 

 

２．掲示責任者  独立行政法人中小企業基盤整備機構 

分任契約担当役 財務部長 後藤 稔 

 

３．担当部課   独立行政法人中小企業基盤整備機構 財務部 施設課 

〒105-8453 東京都港区虎ノ門三丁目５番１号 虎ノ門３７森ビル ７階 

            電話 03-5843-7202（直通） FAX 03-5470-1512 

        担当者：梅沢、長滝 E-mailアドレス <shisetsu@smrj.go.jp> 

  

４．工事概要 

 (1) 工 事 名  令和８年度中小企業大学校東京校建物等修繕工事 

(2) 工事場所  中小企業大学校東京校（東京都東大和市桜が丘２－１３７－５） 

(3) 工事内容   ①金属屋根改修工事                       一式 

②厚生機械棟地下共同溝周辺改修工事           一式  

③内装（宿泊A・Ｂ棟談話室壁紙等）改修工事      一式 

④建具（防火シャッター等）改修工事             一式 

⑤メンテナンス用通路設置及び既存高木等伐採工事    一式 

(4) 工  期  契約締結日の翌日から令和９年 1 月 15 日まで 

 

５．競争参加資格 

     本工事の競争参加資格は、次に示すとおりとする。 

(1) 中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領(要領16第29号)第2条及び第3条の規定に該当する者でな

いこと。※要領については、当機構ホームページを参照のこと。 

(https://www.smrj.go.jp/procurement/bid/contract/index.html) 

(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(規程22第37号)第2条に規定する反

社会的勢力に該当する者でないこと。 

（https://www.smrj.go.jp/org/policy/index.html） 

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生

法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開

始の決定を受けた者を除く。 

(4) 当機構から競争参加資格停止措置期間中の者(中小企業基盤整備機構契約競争参加資格停止措置

https://www.smrj.go.jp/org/policy/index.html
https://www.smrj.go.jp/procurement/bid/contract/index.html
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要領(要領17第2号)に基づく競争参加資格停止期間中の者をいう。)又は国土交通省関東地方整備局、

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県又は山梨県から指名停止措置期間中の者でないこと。 

(5) 建設業法第3条の規定に基づく建築一式工事業の許可を得ており、同法第27条の23に基づく最新の経営

事項審査を受け、建築一式工事部門で付与された総合評点が６５０点以上を有する者であること。 

(6) 建設業法第28条の規定に基づく営業の停止の命令を受けている者でないこと。 

(7) 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県又は山梨県内に本店、支店又は営業所のいずれかを有する者である

    こと。 

(8) 以下に定める届出の義務を履行していない者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。 

・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 

・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 

・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 

(9) 工事実績 

本工事において、同種工事の実績を有すること。なお、同種工事の実績とは、平成2８年３月1日から令 

和８年２月２８日までに完成及び引渡しを済ませた次の要件を満たす工事とする。 

【同種工事の要件】 

①工事内容：既存建物（建築工事）の修繕工事の実績       

②規   模：①を含む工事契約金額30,000千円以上 

(10) 本工事に係る設計業務の請負者(NiX CREATE株式会社)又は当該請負者と資本若しくは人事面に 

おいて関連がある建設業者でないこと。 

(11) 経営状況又は信用状況などが極端に悪化し適正な契約の履行が確保されないと認められる者でないこと。 

(12) 現在、機構の専門家として業務委託契約を締結している者または専門家が役員等に所属する法人に該当 

するものでないこと。 

(13) 過去３年以内に情報管理の不備を理由に機構との契約を解除されているものではないこと。 

 

６．入札手続等 

  (1) 担当部課・担当者 前記３．と同じ。 

  (2) 設計図・数量調書・現場説明書等の交付について 

入札心得、工事請負契約書については以下のアドレスに掲載しているので、確認のこと。 

(https://www.smrj.go.jp/procurement/bid/order/)  

①交付期間：令和８年２月２４日（火）から令和８年３月１３日（金）17時00分まで 

②設計図・数量調書・現場説明書等について、交付を希望する者は、財務部施設課 

＜shisetsu@smrj.go.jp＞へ「会社名、担当者氏名、役職、連絡先（電話番号、E-mailアドレス）、

令和８年度中小企業大学校東京校建物等修繕工事の資料交付を希望する旨」を記載し、E-mail

（様式は任意）にて請求した後に電話連絡（03-5843-7202）すること（担当：梅沢、長滝）。申請

があった者に大容量メール送信サービスにて送付する（請求後3営業日以内）。 

③交付時間：平日9時30分より17時00分（12時00分から13時00分までの時間を除く） 

※期日までに請求のない者は、本件入札に参加できない。 

https://www.smrj.go.jp/procurement/bid/order/
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④現地視察：図書等を受けたうえで事前視察を希望する者は、令和８年３月５日（木）と６日（金） 

10時00分から15時00分まで現地視察会（所要時間：約１時間）を実施しますので、中小企業大 

学校東京校業務課へ令和８年３月４日（水）17時00分までに工事件名、視察希望日時、参加 

者氏名、連絡先(E-mailアドレス)を連絡すること。(様式は任意) 

＜担当課：中小企業大学校東京校 業務課 gyoumuka01@smrj.go.jp＞ 

 

  (3)  質問書の提出期限及び場所 

      提出期限：令和８年３月１０日（火）12時00分まで必着 

      提 出 先：上記(1)に同じ 

そ の 他：質問については、質問書を作成の上、上記期間までにE-mailにて提出すること。 

また、E-mail送信後、必ず上記(1)あて電話にて送信を行った旨連絡をすること。 

(4)  質問に対する回答の日時及び場所 

質問に対する回答書は、各社に令和８年３月１３日（金）17時00分までにE-mailで回答する。なお、

回答すべき質問があった場合に限り通知する。 

  (5)  競争参加資格確認申請書(以下｢申請書｣という。)及び資料の提出期限、提出先及び提出方法 

①提出期限：令和８年３月１６日（月）17時00分まで 

②提 出 先：(1)に同じ 

③提出方法：郵送等(書留郵便等の配達履歴を確認できる方法)に限る。なお、提出期限までに必着とする。 

 (6)  入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

① 日  時：令和８年３月２５日（水）16 時 00 分 

② 場  所：独立行政法人中小企業基盤整備機構  中小企業大学校東京校２号館 2 階 2201 教室 

〒207-8515 東京都東大和市桜が丘２－１３７－５ 

③提出方法：持参 

④そ の 他：なし 

 

７．その他 

  (1)  入札保証金及び契約保証金 

①入札保証金：免除 

②契約保証金：納付。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証（取扱官公庁 独立行政法人中 

小企業基盤整備機構）での契約保証金の納付に限る。また、公共工事履行保証証券によ

る保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 

(2) 入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及

び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

(3) 落札者の決定方法 

    中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領第9条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内
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で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって

は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約

を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予

定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とするこ

とがある。 

(4) 落札者の経営状況又は信用状況などが極端に悪化し適正な契約の履行が確保されないと認められる状態

  に立ち至った場合には、その落札決定を取り消すことができるものとする。 

  (5)  契約書作成の要否  要。 

  (6)  詳細は入札説明書による。 


